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海外親会社等からの赴任者の課税関係は？
エクスパッツの給与をめぐる

税務Q&A

デロイト トーマツ税理士法人
税理士

野田　秀樹

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●エクスパッツが国内勤務に基づき支給される給与は、その支払場所が国内・国外
のいずれでも国内源泉所得に該当し、日本において課税対象となる。加えて、エ
クスパッツが非居住者の場合、国内勤務に基づく給与が国外で支払われたとして
も、その支払者が国内PEを有するときには、「みなし国内払い」として源泉徴収の
対象となる。

●エクスパッツに課される所得税、復興特別所得税および住民税等の租税について、
日本国内の派遣先が負担する場合、その負担額はエクスパッツに対する経済的利
益に該当するため、その租税負担額を踏まえたグロスアップ計算により、エクスパッ
ツの給与所得に係る収入金額および租税負担額を計算する必要がある。
●エクスパッツの役員報酬が、新型コロナウイルス感染症の影響で減額改定された
としても、その改定は業績悪化事由によるものとなるため、減額後の役員報酬に
ついては定期同額給与として損金の額に算入することができる。

は
じ
め
に

エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
と
は
、
海
外
の
本
店
や

親
会
社
な
ど
に
所
属
し
て
い
る
従
業
員
等

の
う
ち
、
出
向
や
転
勤
な
ど
で
日
本
国
内

に
一
時
的
に
赴
任
す
る
者
を
い
い
、
今
日

の
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ

り
、
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
の
経
済
社
会
に
お
け

る
重
要
性
は
よ
り
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。

エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
、
税
務
上
、

そ
の
給
与
の
取
扱
い
に
留
意
す
る
と
と
も

に
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
下
に
お
け
る
、
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ

の
役
員
給
与
に
係
る
減
額
改
定
に
つ
い
て

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た

「
国
税
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
へ
の
対
応
と
申
告
や
納

税
な
ど
の
当
面
の
税
務
上
の
取
扱
い
に
関

す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」（
以
下
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
※
」と
い

う
）な
ど
の
情
報
を
十
分
に
確
認
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
エ

ク
ス
パ
ッ
ツ
の
給
与
に
つ
い
て
疑
問
を
抱

き
や
す
い
点
や
課
税
リ
ス
ク
の
高
い
項
目

を
中
心
に
、
Ｑ
＆
Ａ
の
形
式
で
解
説
を
し

て
お
り
、
今
後
の
実
務
に
役
立
て
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

※　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」

に
つ
い
て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、

『https://w
w
w
.nta.go.jp/taxes/shiraberu/

kansensho/pdf/faq.pdf

』と
な
っ
て
い
る
。

エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
の
基
礎
知
識

Ｑ
１　
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
に
支
給
さ
れ
る
給

与
は
、
そ
の
居
住
形
態
、
所
得
源
泉
地
お

よ
び
給
与
の
支
払
場
所
の
違
い
に
よ
っ

て
、ど
の
よ
う
な
課
税
関
係
が
生
ず
る
か
。

Ａ
１　
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
の
給
与
に
係
る
課

税
関
係
は
、
居
住
形
態
、
所
得
源
泉
地
お

よ
び
給
与
の
支
払
場
所
に
基
づ
き
、
課
税

所
得
の
有
無
、
源
泉
徴
収
義
務
お
よ
び
申

告
義
務
に
つ
い
て
、
図
表
１
の
よ
う
に
整

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
の
給
与
に
係
る

課
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
非
永
住
者（
居

住
者
）ま
た
は
非
居
住
者
に
係
る
国
内
源

泉
所
得
の
取
扱
い
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

（
図
表
１
内
網
掛
け
部
分
）。

非
居
住
者
の
国
外
払
給
与

Ｑ
２　
英
国
法
人
Ｐ
社
の
従
業
員
Ｘ（
英

国
人
）は
、
Ｐ
社
の
子
会
社
で
あ
る
内
国

法
人
Ｓ
社
に
、
昨
年
の
３
月
か
ら
８
カ
月

の
予
定
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
期

間
に
対
応
す
る
給
与
は
す
べ
て
Ｐ
社
本
店

で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
Ｘ
に
は
国
外
払
給

与
の
み
が
支
給
さ
れ
る
が
、
こ
の
給
与
に

つ
い
て
日
本
で
の
課
税
関
係
は
ど
う
な
る

実  務実  務
解説
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実務解説

か
。
な
お
、
日
本
国
内
に
Ｐ
社
の
Ｐ
Ｅ

（Perm
anent Establishm

ent

、
恒

久
的
施
設
）は
な
い
。

Ａ
２　
Ｘ
は
非
居
住
者
に
該
当
し
、
日
本

勤
務
に
基
づ
い
て
受
け
る
給
与
は
、
た
と

え
国
外
払
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
内

源
泉
所
得
と
し
て
日
本
で
課
税
対
象
と
な

る
。
ま
た
、
英
国
法
人
Ｐ
社
の
Ｐ
Ｅ
が
日

本
国
内
に
な
く
、
Ｘ
は
支
給
さ
れ
る
給
与

に
つ
い
て
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
確
定
申
告
が
必
要
と
な
る
。
な
お
、

Ｘ
は
、
日
本
で
の
滞
在
期
間
を
開
始
し
、

ま
た
は
終
了
す
る
い
ず
れ
の
12
カ
月
間
を

通
じ
て
も
、
合
計
１
８
３
日
を
超
え
て
日

本
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

日
英
租
税
条
約
に
基
づ
く
短
期
滞
在
者
免

税
の
適
用
は
な
い
。

解
説　
日
本
国
内
の
職
業
に
従
事
す
る
た

め
に
国
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者

で
あ
っ
て
も
、
契
約
等
に
よ
り
国
内
に
お

け
る
滞
在
期
間
が
あ
ら
か
じ
め
１
年
未
満

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
そ

の
者
は
非
居
住
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

る（
所
法
２
①
五
、
所
令
15
①
一
、
所
基

通
３—

３
）。

非
居
住
者
に
つ
い
て
は
、
国
内
源
泉
所

得
が
課
税
対
象
と
な
り（
所
法
７
①
三
）、

俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
、
賞
与
ま
た

は
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
等
の
う

ち
、
国
内
に
お
い
て
行
う
勤
務
に
基
因
す

る
所
得
は
、
そ
の
対
価
の
支
払
わ
れ
る
場

所
が
国
内
ま
た
は
国
外
の
い
ず
れ
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す

る（
所
法
161
①
十
二
イ
）。

ま
た
、
国
内
で
非
居
住
者
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
源
泉

分
離
課
税
の
方
法
に
よ
り
、
20
・
４
２
％

の
税
率
で
課
税
さ
れ
る（
所
法
164
②
二
、

169
、
170
、
復
興
財
確
法
８
②
、
28
①
②
）。

さ
ら
に
、
非
居
住
者
の
国
内
勤
務
に
係

る
給
与
が
国
外
で
支
払
わ
れ
た
場
合
で

も
、
そ
の
支
払
者
が
日
本
国
内
に
Ｐ
Ｅ
を

有
す
る
場
合
に
は
、
日
本
国
内
で
給
与
が

支
払
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て（
み
な
し

国
内
払
い
）、
国
内
Ｐ
Ｅ
が
20
・
4
２
％

の
税
率
に
よ
り
源
泉
徴
収
を
行
う
こ
と
と

な
る（
所
法
212
②
、
213
①
、
復
興
財
確
法

８
②
、
28
①
②
）。

こ
の
点
、
Ｘ
は
非
居
住
者（
所
法
164
②

二
）に
該
当
す
る
た
め
、
国
内
源
泉
所
得

で
あ
る
給
与
所
得
に
対
し
て
分
離
課
税
の

方
法
に
よ
り
20
・
４
２
％
の
税
率
で
課
税

さ
れ
る（
所
法
169
、
170
）。
ま
た
、
Ｓ
社
勤

務
に
基
づ
く
給
与
に
つ
い
て
、
す
べ
て
が

国
外
で
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
日
本
の
子
会

社
Ｓ
社
が
英
国
法
人
Ｐ
社
の
Ｐ
Ｅ
に
該
当

し
な
い
場
合
に
は
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と

な
ら
な
い
た
め
、
国
内
に
居
所
を
有
し
な

く
な
る
日
ま
で
に
、
給
与
の
支
給
額
に

20
・
４
２
％
の
税
率
を
適
用
し
て
、
申
告

納
税
す
る
必
要
が
あ
る（
所
法
172
）。

な
お
、日
英
租
税
条
約
14
条
２
項
で
は
、

勤
務
に
対
し
て
取
得
す
る
報
酬
に
つ
い
て

の「
短
期
滞
在
者
免
税
」を
規
定
し
て
い
る

が
、
こ
の
取
扱
い
の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
は
、
次
の
３
つ
の
要
件
の
す
べ
て
を
満

た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

①　
そ
の
課
税
年
度
に
お
い
て
開
始
ま
た

は
終
了
す
る
い
ず
れ
の
12
カ
月
間
に
お

い
て
も
、給
与
受
領
者
が
勤
務
す
る
国

に
お
け
る
滞
在
期
間
が
合
計
１
８
３
日

以
内
で
あ
る
こ
と
。

②　
そ
の
給
与
が
、給
与
受
領
者
が
勤
務

す
る
国
の
居
住
者
で
な
い
雇
用
者
ま
た

は
こ
れ
に
代
わ
る
者
か
ら
支
払
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

③　
そ
の
給
与
が
、給
与
受
領
者
が
勤
務

す
る
国
に
所
在
す
る
雇
用
者
の
Ｐ
Ｅ
に

（図表１）　エクスパッツ課税関係判定表

エクスパッツの
居住形態

所得
源泉地 給与の支払場所 支払者の源泉徴

収義務
エクスパッツの

申告義務

居住者

永住者
(注１)

国内
国内 有 有 (注４)

国外 無 有

国外
国内 有 有 (注４)

国外 無 有

非永住
者 (注２)

国内
国内 有 有 (注４)

国外 無 有

国外

国内 有 有 (注４)

国外
送金あり 無 有

送金なし 無 無

非居住者(注３)
国内

国内 有 (源泉分離) 無

国外

支払者PE
あり

有 (源泉分離)
(みなし国内払) 無

支払者PE
なし 無 有

国外 国内・国外 無 無 無
（注１）　居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいうところ、永住者は、

居住者のうち非永住者以外の個人が該当し、その課税所得の範囲は国内源泉所得および国外源泉所得となるため、
すべての所得が課税対象となる。

（注２）　非永住者は、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた
期間の合計が５年以下である個人をいい、その課税所得の範囲は、国内源泉所得、国外源泉所得で国内において支
払われるものおよび国外源泉所得で国外から送金されるものとなる。

（注３）　非居住者は居住者以外の個人をいい、その課税所得の範囲は国内源泉所得のみとなる。
（注４）　給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき給与等の金額が２千万円以下であるものは、一定の要

件を満たす場合、申告が不要となる。
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よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

こ
の
点
、
Ｘ
は
昨
年
の
３
月
に
８
カ
月

の
予
定
で
日
本
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
日

本
で
の
滞
在
期
間
を
開
始
し
ま
た
は
終
了

す
る
い
ず
れ
か
の
12
カ
月
間
を
通
じ
て

も
、
合
計
１
８
３
日
を
超
え
て
日
本
に
滞

在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
日
英
租

税
条
約
に
基
づ
く
短
期
滞
在
者
免
税
の
規

定
の
適
用
は
な
い
。

国
外
勤
務
手
当
お
よ
び

留
守
宅
手
当

Ｑ
３　
フ
ラ
ン
ス
法
人
Ｐ
社
の
従
業
員
Ｘ

（
フ
ラ
ン
ス
人
）は
、
Ｐ
社
の
日
本
支
店
Ｒ

に
、
今
年
の
４
月
か
ら
10
カ
月
の
予
定
で

派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
に
単
身

赴
任
す
る
こ
と
お
よ
び
妻
子
は
フ
ラ
ン
ス

本
国
に
残
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。
Ｐ

社
本
店
は
、
社
内
規
定
に
基
づ
き
、
Ｘ
の

日
本
渡
航
に
際
し
て
、
日
本
で
の
勤
務
に

係
る
国
外
勤
務
手
当
を
Ｘ
に
支
給
し
、
加

え
て
、
Ｘ
が
支
店
Ｒ
で
の
勤
務
期
間
中
、

フ
ラ
ン
ス
に
残
る
家
族
に
対
し
て
留
守
宅

手
当
を
支
払
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
こ
の
国
外
勤
務
手
当
お
よ
び
留

守
宅
手
当
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
課

税
関
係
は
ど
う
な
る
か
。

Ａ
３　
Ｐ
社
本
店
が
Ｘ
に
支
給
し
た
国
外

勤
務
手
当
は
、
Ｘ
の
日
本
で
の
勤
務
に
基

因
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
し
、
日
本
に

お
い
て
課
税
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
Ｐ
社

本
店
か
ら
フ
ラ
ン
ス
在
住
の
家
族
に
支
払

わ
れ
る
留
守
宅
手
当
に
つ
い
て
も
、
Ｘ
の

日
本
勤
務
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、

国
内
源
泉
所
得
に
あ
た
り
日
本
で
課
税
さ

れ
る
。

解
説　
日
本
に
お
い
て
職
業
に
従
事
す
る

た
め
国
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者

で
、
そ
の
日
本
に
お
け
る
滞
在
期
間
が
、

契
約
等
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
１
年
未
満
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
は
、
非
居
住

者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ（
所
法
２
①
三
、

五
、
所
令
14
①
一
、
所
基
通
３—

３
）、

そ
の
課
税
所
得
の
範
囲
は
国
内
源
泉
所
得

に
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
給
与
、
報
酬
ま
た
は
年
金
に
つ

い
て
は
、
国
内
に
お
け
る
勤
務
に
基
因
す

る
も
の
が
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
給
与
等
が
国
内
で
支
払
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
国
外
で
支
払
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
は
、
課
税
関
係
に
影
響

を
与
え
な
い（
所
法
161
①
十
二
イ
）。
さ
ら

に
、
当
該
給
与
等
は
、
20
・
４
２
％
の
税

率
に
よ
る
分
離
課
税
の
方
法
に
よ
り
課
税

さ
れ（
所
法
161
①
十
二
イ
、
164
②
二
、
169
、

170
、
復
興
財
確
法
28
①
②
）、
加
え
て
、

非
居
住
者
の
国
内
勤
務
に
係
る
給
与
が
国

外
に
お
い
て
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
支

払
者
が
国
内
に
Ｐ
Ｅ
を
有
す
る
場
合
に

は
、
日
本
に
お
い
て
給
与
を
支
払
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
て（
み
な
し
国
内
払
い
）、

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る（
所
法
164
②
二
、

212
②
、
213
①
）。

こ
の
点
、
Ｘ
は
日
本
で
の
勤
務
が
あ
ら

か
じ
め
１
年
未
満
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
た
め
、
非
居
住
者
に
該
当
し
国
内

源
泉
所
得
の
み
が
日
本
に
お
い
て
課
税
対

象
と
な
る
と
こ
ろ
、
Ｐ
社
本
店
が
日
本
に

派
遣
さ
れ
る
Ｘ
に
対
し
て
支
給
し
た
国
外

勤
務
手
当
は
、
日
本
勤
務
に
基
因
し
支
給

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
条
約
に

特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
国
内
源
泉
所

得
に
該
当
し
日
本
に
お
い
て
課
税
対
象
と

な
る
。
た
だ
し
、国
外
勤
務
手
当
の
う
ち
、

転
居
に
伴
い
本
人
が
負
担
す
る
旅
費
等
の

実
費
相
当
分
に
該
当
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
除
外
さ
れ
る
。
一
方
で
、
Ｐ
社
か
ら
フ

ラ
ン
ス
在
住
の
家
族
に
支
払
わ
れ
る
留
守

宅
手
当
に
つ
い
て
も
、
Ｘ
の
日
本
勤
務
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
国
内
源
泉
所

得
と
し
て
日
本
で
課
税
さ
れ
る
。

ま
た
、
Ｐ
社
は
日
本
に
支
店
Ｒ
を
有
し

て
お
り
、
Ｐ
社
本
店
か
ら
支
払
わ
れ
る
海

外
勤
務
手
当
お
よ
び
留
守
宅
手
当
は
日
本

国
内
で
支
払
わ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

た
め
、
Ｘ
が
日
本
国
内
で
支
給
を
受
け
る

給
与
と
同
様
に
、
20
・
４
２
％
の
税
率
に

よ
る
源
泉
分
離
課
税
の
方
法
で
源
泉
徴
収

さ
れ
る
。

国
外
払
給
与
と
国
内
払
給
与

Ｑ
４　
米
国
法
人
Ｐ
社
の
従
業
員
Ｘ（
米

国
人
）は
、
Ｐ
社
の
日
本
支
店
Ｒ
に
３
年

間
の
予
定
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｘ
の

給
与
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
Ｐ
社
本
店
か
ら

米
国
の
Ｘ
名
義
の
銀
行
預
金
口
座
に
振
り

込
ま
れ
、
一
部
に
つ
い
て
の
み
日
本
支
店

Ｒ
か
ら
支
給
を
受
け
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
Ｐ
社
本
店
か
ら
支
給
さ

れ
る
給
与
に
つ
い
て
は
日
本
で
課
税
対
象

と
な
る
か
。
な
お
、
Ｘ
は
過
去
に
お
い
て

日
本
に
居
住
し
た
こ
と
は
な
い 

。

Ａ
４　
Ｐ
社
本
店
か
ら
支
給
を
受
け
る
給

与
に
つ
い
て
も
国
内
源
泉
所
得
に
該
当

し
、
日
本
に
お
い
て
課
税
対
象
と
な
る
こ

と
か
ら
、
Ｐ
社
本
店
お
よ
び
支
店
Ｒ
か
ら

支
払
わ
れ
る
給
与
を
合
算
し
て
、
日
本
で

申
告
す
る
必
要
が
あ
る
。

解
説　
日
本
国
内
に
お
い
て
職
業
に
従
事

す
る
た
め
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者

が
、
国
内
に
お
い
て
継
続
し
て
１
年
以
上

居
住
す
る
こ
と
を
通
常
必
要
と
す
る
職
業

を
有
す
る
場
合
、
そ
の
者
は
国
内
に
住
所

を
有
す
る
者
と
の
推
定
を
受
け
、
居
住
者
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に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う（
所
法

２
①
三
、
所
令
14
①
一
、
所
基
通
３—

３
）。

ま
た
、
居
住
者
の
う
ち
、
日
本
国
籍
を

有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
過
去
10

年
以
内
に
お
い
て
国
内
に
住
所
ま
た
は
居

所
を
有
し
て
い
た
期
間
の
合
計
が
５
年
以

下
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
永
住
者
ま

た
は
非
永
住
者
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な

る（
所
法
２
①
四
）。

永
住
者
は
、
国
内
外
を
問
わ
ず
す
べ
て

の
所
得
が
課
税
の
対
象
と
な
る
が
、
非
永

住
者
は
、
国
内
源
泉
所
得
お
よ
び
国
外
源

泉
所
得
で
国
内
に
お
い
て
支
払
わ
れ
、
ま

た
は
国
外
か
ら
送
金
さ
れ
た
部
分
が
日
本

に
お
い
て
課
税
対
象
と
な
る（
所
法
７
①

一
、二
）。

こ
の
点
、
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
籍

を
有
さ
ず
、
か
つ
、
過
去
10
年
以
内
に
お

い
て
国
内
に
住
所
ま
た
は
居
所
を
有
し
て

い
た
期
間
の
合
計
が
５
年
以
下
で
あ
る
こ

と
か
ら
非
永
住
者
に
該
当
し
、
国
内
源
泉

所
得
が
課
税
対
象
に
な
る
と
と
も
に
、
国

外
源
泉
所
得
の
う
ち
国
内
に
お
い
て
支
払

わ
れ
ま
た
は
国
外
か
ら
送
金
さ
れ
た
部
分

に
つ
い
て
も
課
税
さ
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

Ｘ
が
Ｐ
社
本
店
お
よ
び
支
店
Ｒ
か
ら
支
給

を
受
け
る
給
与
は
、
い
ず
れ
も
支
店
Ｒ
に

お
け
る
勤
務
に
係
る
給
与
で
あ
り
、
そ
の

全
額
が
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら（
所
法
161
①
十
二
イ
）、
非
永
住
者
で

あ
る
Ｘ
は
、
Ｐ
社
本
店
お
よ
び
支
店
Ｒ
の

双
方
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
与
を
合
算
し

て
、
日
本
で
申
告
す
る
必
要
が
あ
る（
所

法
120
①
、
所
基
通
121—

５
⑶
） 

。

な
お
、
Ｘ
は
居
住
者（
非
永
住
者
）で
あ

り
、
Ｐ
社
本
店
か
ら
米
国
に
お
い
て
支
払

わ
れ
る
国
内
源
泉
所
得
と
な
る
給
与
に
つ

い
て
、
日
本
国
内
に
支
店
Ｒ
が
あ
っ
た
と

し
て
も
非
居
住
者
に
適
用
さ
れ
る「
み
な

し
国
内
払
い
」の
適
用
は
な
い
た
め
、
Ｐ

社
本
店
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
与
に
つ
い
て

は
源
泉
徴
収
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、Ｘ
は
、

支
店
Ｒ
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
与
と
あ
わ
せ

て
、
確
定
申
告
を
行
う
こ
と
と
な
る（
所

法
120
①
、
183
①
、
212
②
）。

タ
ッ
ク
ス
イ
コ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
契
約
と

ハ
イ
ポ
タ
ッ
ク
ス

Ｑ
５　
米
国
法
人
Ｐ
社
の
従
業
員
Ｘ（
米

国
人
）は
、
Ｐ
社
の
子
会
社
で
あ
る
内
国

法
人
Ｓ
社
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

Ｐ
社
と
タ
ッ
ク
ス
イ
コ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

契
約（
租
税
負
担
契
約
）を
結
ん
だ
。
こ
の

契
約
で
は
、
Ｐ
社
は
、
①
Ｘ
が
仮
に
Ｐ
社

に
勤
務
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
給
与
の
額
か
ら
、
米
国
で
課
さ
れ
る

ハ
イ
ポ
タ
ッ
ク
ス（
租
税
負
担
額
）を
控
除

し
た
後
の
金
額
を
給
与
と
し
て
支
給
す
る

こ
と
お
よ
び
②
日
本
に
お
い
て
納
付
す
る

こ
と
と
な
る
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
は
す
べ
て
Ｓ
社
が
負
担
す
る
こ
と
の

２
点
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

Ｘ
の
給
与
に
係
る
課
税
関
係
は
ど
の
よ
う

な
も
の
と
な
る
か
。

Ａ
５　
Ｘ
の
給
与
所
得
に
つ
い
て
、
ハ
イ

ポ
タ
ッ
ク
ス
を
控
除
し
た
後
の
金
額
が
収

入
金
額
と
な
り
、
ま
た
、
Ｓ
社
が
支
払
う

Ｘ
の
租
税
負
担
額
は
、
Ｘ
に
対
す
る
経
済

的
利
益
の
供
与
に
該
当
し
、
そ
の
納
付
の

日
ま
た
は
納
期
限
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
の
Ｘ
に
対
す
る
給
与
と
し
て
収
入
金
額

に
加
算
さ
れ
、
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
課

税
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

解
説　
「
タ
ッ
ク
ス
イ
コ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
契
約
」と
は
、
米
国
法
人
の
従
業
員
が

日
本
法
人
に
派
遣
さ
れ
た
場
合
に
、
仮
に

そ
の
従
業
員
が
派
遣
さ
れ
ず
当
該
米
国
法

人
で
勤
務
し
て
い
た
と
し
た
ら
支
給
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
給
与
額
に
つ
い
て
、
そ
の

金
額
に
課
さ
れ
る
租
税
負
担
額
で
あ
る

「
ハ
イ
ポ
タ
ッ
ク
ス
」を
控
除
し
た
後
の
手

取
金
額
を
給
与
支
給
す
る
こ
と
に
つ
い
て

保
証
す
る
租
税
負
担
契
約
で
あ
り
、
こ
の

ハ
イ
ポ
タ
ッ
ク
ス
控
除
後
の
金
額
が
給
与

所
得
の
収
入
金
額
と
な
る（
所
法
36
①
）。

ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
イ
コ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
契
約
に
基
づ
き
、
派
遣
従
業
員
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
給
与
に
つ
い
て
、
日
本
で

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
が
課
さ

れ
、
そ
れ
ら
の
租
税
を
派
遣
先
の
日
本
法

人
が
負
担
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
租
税
負

担
額
は
、
実
際
に
税
金
を
納
付
し
た
日
ま

た
は
そ
の
税
金
の
納
期
限
の
い
ず
れ
か
早

い
日
に
、
そ
の
従
業
員
に
対
す
る
給
与
と

し
て
給
与
所
得
の
収
入
金
額
に
加
算
さ
れ

る（
所
法
36
①
、
所
基
通
36—

９ 

⑴
）（
図

表
２
）。

し
た
が
っ
て
、
Ｐ
社
お
よ
び
Ｓ
社
が
Ｘ

に
対
し
て
支
給
し
た
ハ
イ
ポ
タ
ッ
ク
ス
控

除
後
の
給
与
手
取
額
と
、
そ
の
年
中
に
納

付
し
た
ま
た
は
納
期
限
が
到
来
し
た
Ｓ
社

が
負
担
す
る
Ｘ
の
租
税
負
担
額
と
の
合
計

額
が
、
そ
の
年
の
Ｘ
の
給
与
所
得
に
係
る

収
入
金
額
と
な
る
。

こ
の
点
、
当
該
給
与
手
取
額
が

１
０
、０
０
０
、０
０
０
円
で
、
Ｓ
社
が
そ

の
給
与
額
に
係
る
租
税
を
全
額
負
担
す
る

場
合
、
Ｓ
社
は
Ｘ
の
給
与
所
得
に
係
る

収
入
金
額
の
20
・
４
２%

の
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
に
相
当
す
る
額
を

源
泉
徴
収
す
る
必
要
が
あ
る
た
め（
所
法

212
①
、
213
①
）、
算
式
の
と
お
り「
グ
ロ

ス
ア
ッ
プ
計
算
」を
行
う
と（
所
基
通
181

～
223
共—

4
、
復
興
財
確
法
28
①
②
）、

Ｘ
に
対
す
る
給
与
所
得
の
収
入
金
額
は

１
２
、５
６
５
、９
７
１
円
と
な
り
、
Ｓ

社
が
納
付
す
べ
き
源
泉
徴
収
税
額
は
２
、

実務解説
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５
６
５
、９
７
１
円
と
算
定
さ
れ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
下
で
の
役
員
報
酬
の

減
額
改
定

Ｑ
６　
米
国
法
人
Ｐ
社
の
従
業
員
Ｘ（
米

国
人
）は
、
昨
年
９
月
に
、
Ｐ
社
の
子
会

社
で
あ
る
内
国
法
人
Ｓ
社
の
非
常
勤
取
締

役
に
就
任
し
、
Ｓ
社
は
Ｘ
に
対
し
て
毎
月

１
０
０
万
円
の
定
期
同
額
給
与
を
支
給
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
Ｓ
社
の
売
上
は

大
幅
に
減
少
し
、
今
後
の
回
復
見
込
み
も

立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｓ
社
は
、
Ｘ
を
含

め
た
全
取
締
役
の
役
員
報
酬
を
２
割
削
減

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

こ
の
場
合
、
減
額
改
定
後
の
Ｘ
の
役
員

報
酬
に
つ
い
て
、
定
期
同
額
給
与
と
し
て

損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

Ａ
６　
Ｘ
の
役
員
報
酬
は
、
定
期
同
額
給

与
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

解
説　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
Ｓ
社
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
は
著
し
く
悪
化
し
て
お
り
、
Ｓ
社
が
役

員
報
酬
の
減
額
に
よ
る
経
費
削
減
を
行
わ

な
け
れ
ば
、
Ｓ
社
の
財
政
状
態
や
経
営
成

績
は
、
今
後
著
し
く
悪
化
す
る
こ
と
が
不

可
避
な
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。し

た
が
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
下
で
、
Ｓ
社
が
行
う
Ｘ
の

役
員
報
酬
の
減
額
改
定
は
、
業
績
悪
化
事

由
に
よ
る
改
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
当
該
報
酬
は
減
額
改
定
後
も
定
期

同
額
給
与
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
る（
法
基
通
９—

２—

13
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

Ｆ
Ａ
Ｑ
５
、
問
７
）。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
し
て
エ
ク
ス
パ
ッ
ツ
が
支
給
を
受

け
る
見
舞
金
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
要
件

を
満
た
せ
ば
、
非
課
税
所
得
と
な
る（
所

法
９
①
十
七
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
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蔵財務協会）、『税務相談事例集』（大蔵財務協会）など
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（図表２）　エクスパッツの給与および税務上の処理

※　国内払い50％、国外払い50％（米国）

（日本）

手取保証給与額

手取保証給与額

手取給与の半分
は国内払い

(500)

S社租税負担額
(2,565,971)

グロスアップ
計算

国外給与と国
内給与を合算
して確定申告

従来の給与
（1,200）

ハイポタックス控
除後の給与手取

額(1,000)

手取給与の半分
は国外払い(500)

給与支給額
(12,565,971)

（算式）　グロスアップ計算

〔10,000,000円（Xの給与手取額）＋T（源泉徴収税額）〕×20.42% = T（源泉徴収税額）
10,000,000円×20.42%＋T×20.42% = T
2,042,000円= T×（１－0.2042）
2,042,000円= T×0.7958
T= 2,042,000円÷0.7958
T＝2,565,971円
Xの給与収入金額＝10,000,000円

実務解説


